
資料6  

放課後児童クラブについて（1）  

参考資料   



社会保障審議会少子化対策特別部会 第1次報告  

（放課後児童クラブ部分抜粋）  

平成21年2月24日  

⑤固からの補助の財源は、児童手当制度における事業主拠出金を財源とした、   

裁量的な補助金と位置づけられている。また、現在の国の補助基準額とクラ   

ブ運営に係る費用の実態とに市雛があり、指導員の処遇が厳しい状況にある   

という指摘もある。サービスの利用保障を強化し、また、抜本的な量的拡大   

を図っていく上で、財源面についてどのような仕組みとすることが適当か、   

検討の必要がある。   

⑥ 放課後こどもプラン（留守家庭の子どもの健全育成を目的とした「放課後   

児童クラブ」と、すべての子どもを対象として安全・安心な子どもの活動拠   

点（居場所）を設け、様々な体験活動や交流活動等の取組みを推進する「放   

課後こども教室」を、一体的あるいは連携して実施する総合的な放課後対策）   

を推進していく上で、両事業の一体的な運営を行っている場合の制度上の位   

置づけ（人員配置や専用スペースの基準等）をどうしていくか、検討の必要   

がある。  

2 放課後児童クラブについて  

（1）現行制度の課題  

○ 放課後児童クラブについては、保育所を利用していた子ども等に対し、小学   

生になった後においても、切れ目な〈、保護者が働いている問、子どもが安全   

に安心して過ごせる生活の場を提供する基盤となっている。一方で、全小学校   

区のうち、約3割が未実施となっている。こうした状況を踏まえ、放課後児童   

クラブについては、次世代育成支援のための新たな制度体系においても、両立   

支援系のサービスとして不可欠なものの一つとして位置づけるべきであるが、   

現状については、関係者の意見を踏まえると、以下のような点が課題となって   

いる。  

①保育と同様に、女性の就業率の高まりに応じて必要となる大きな潜在需要  

に対応した放課後児童クラブの量的拡大を抜本的に図っていく上で、場所の  

確保の問題、人材の確保の問題をどうしていくか、検討の必要がある。  

②放課後児童クラブについては、現行法制度上、市町村の事業として実施さ  

れており、また、その実施については市町村の努力義務として位置づけられ  

ており、その実施状況には地域格差が見られ、利用保障が弱い。そして、利  

用方式については、地域によって、市町村がサービス決定しているケースと、  

実施事業者に直接利用申し込みを行うケースが混在している。  

このように、同じ両立支援系のサービスである保育とは大きく異なった法  

制度上の位置づけとなっているが、新たな制度体系において、法制度上の位  

置づけの強化について、どのような対応策が考えられるか、検討の必要があ  

る。  

③対象年齢について、現行制度は小学校3年生までを主な対象としているが、  

小学校高学年も現に一部利用がされている現状があり、制度の対象年齢につ  

いてどう考えるか、検討の必要がある。  

④質の確保については、「ガイドライン」を発出しており、望ましい規模、開  

所時問等について示し、また、国庫補助基準上、一定の条件を課しているが、  

保育所のような法令に基づ〈最低基準は設けられていない。放課後児童クラ  

ブの質の確保について、新たな制度体系において、どのような基準の内容を  

どのような方法で担保していくべきか、検討の必要がある。  

（2）新たな制度体系における方向性   

○ 放課後児童クラブについては、保護者が働いている間など、子どもが安全に   

安心して過ごせる生活の場として、子どもを預かり、健全な育成を図る事業で   

あり、就学前の保育と並んで、小学校就学期の両立支援系のサービスとして不   

可欠なものであり、地域格差を生じさせることなく、全国的に実施していくべ   

きである。都市部に限らず地方も含め、就学前の保育から切れ目のないサービ   

ス利用が可能となるよう、質の確保を図りながら、低学年を中心としつつも小   

学校全期を対象として量的拡大を図っていくことが重要であり、このような観   

点から、新たな制度体系において位置づけていく必要がある。   

○ 量的拡大を図っていく上では、まず、場所の確保が欠かせない。特に、小学   

校は、移動時の事故等の問題もなく安全・安心であり、校庭などで他の子ども   

たちなどと触れあうこともでき、引き続き、その積極的活用を図っていく必要   

がある。   

○ 大幅な量的拡大を図っていくためには、人材確保が重要な課題である。現在、   

従事者の勤続年数が短い、指導員の処遇が厳しい状況にあるという指摘も踏ま   

え、財源の確保と併せ、人材確保のための職員の処遇改善等を図っていく必要   

がある。  

その際、地域ボランティア、定年退職者など、多様な人材の参画を求めてい   

くという視点、一方で、指導員と子ども、保護者との問で安定した人間関係が   

築けることがサービスの性格上望ましいという視点に配慮することが必要であ   

る。  
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○ 子どもが良好な環境の下、放課後の時間を過ごせるようしていくべきこと、障  

害児の利用にも積極的に対応していく必要が高まってきていること、現在の国  

の補助基準額とクラブ運営に係る費用の実態とに帝離があるという指摘など  

を踏まえ、サービスの質の維持・向上を図っていく必要があり、財源の確保と  

併せ、そのための基準の要否、そのあり方、担保の方法を検討していくべきで  

ある。  

その際、大幅な量的拡充を図っていく過程であることや事業実施の柔軟性と  

いった観点も併せ考える必要がある。  

また、指導員の養成、専門性の向上に向けた研修の強化を図っていく必要が  

あるとともに、事業に関わる者すべてについて障害児を含めた子どもとの関わ  

りについての研修機会の確保など条件整備をしていくことが重要である。  

○ 以上のような量・質両面からの充実を図っていくため、必要となる制度上の  

位置づけ（市町村の実施責任、サービス利用方式、給付方式等）及び財源のあ  

り方を、さらに検討していくべきである。  

その際、サービス利用保障を強化するための財源保障を強化をする場合には、  

財政規律の観点からの一定のルール（※）が必要となると考えられることに留  

意が必要である。  

※他の制度例では、サービスの利用の要否に係る認定の制度（保育の場合は  

保育にかけるか否かの判断）、給付の限度額の設定、サービスの利用量に応じ  

た利用者負担などがある。  

○ 放課後児童クラブと放課後こども教室との間の関係については、連携を一層   

進めていく必要があるが、一体的運営については、放課後児童クラブを利用す   

る子どもは保護者が働いている問は家に帰るという選択がないことに十分配慮   

する必要があり、一方で、いろいろな子どもとの遊びの機会、サービス利用の   

自由度、効率的な事業実施といった観点から一体的運営に利点がある場合も考   

えられ、放課後こどもプランの実施状況などを十分踏まえながら、対応すべき  

である。   



＜規制改革推進のための3か年計画（再改定）平成21年3月31日間議決定（抜粋）＞  

2朋介護   

（2）保育分野   

③ その他の保育・子育て支援サービスの拡充  

オ 「放課後子どもプラン」の見直し等  

（ア）「放課後子どもプラン」の推進と見直し  

実施場所の確保については、文部科学省生涯学習政策局長、厚生労働省雇用  

均等・児童家庭局長に加え、文部科学省の初等中等教育局長、大臣官房文教施  

設企画部長の4者連名による通知「F放課後子どもプラン』の推進に当たって  

の関係部局・学校の連携等について」（平成19年3月14日付、18文科生第532  

号・雇児発03140004号通知）を発出するなど、余裕教室を始めとする学校諸  

施設の利用促進に当たり、教育委員会と福祉部局との緊密な連携や小中学校と  

の連携・協力を求めている。しかしながら、現場判断に委ねられる「学校教育  

に支障が生じない限り」という条件が曖昧であるため、余裕教室の利用やプラ  

ンの実施がなかなか進まないという実態がある。  

そのため、関係者の意識改革や、地方公共団体における関係者間の連携に資  

するよう、関係各所の協力を得ながら、学校諸施設について、更なる利用の拡  

大が可能かどうか調査するなど、実施場所の確保のための有効策を早急に実施  

する。【平成21年度措置】（Ⅲ福祉イ⑰b）  

プランについては、引き続き2つの事業の連携を深め、1つの事業として展  

開することの是非も含めて検討し、事業の改善を行う。【速やかに検討開始、  

平成21年4月措置】（Ⅲ福祉イ⑰a）  

併せて、プランにおける実施箇所数の目標達成だけではなく、子どもや保護  

者、地域にとっての質の充実など複合的な効果について検証する仕組みを研究  

する。【速やかに検討開始、平成21年度措置】（Ⅲ福祉イ⑰c）  

（イ）放課後児童クラブの休制整備  

放課後児童クラブについて、顕在化している待機児童問題を解消し、大規模  

クラブの環境を改善するため、クラブの設置・分割を迅速かつ効率的に進めな  

ければならない。厚生労働省では、平成21年度予算の概算要求で、大規模ク  

ラブの解消のための改修費の増など所要の要求を行っているが、それだけでは  

十分とは言えない。したがって、児童の放課後の安全対策や家庭的かつ豊かな   

時間の確保の観点から、クラブ数の増加に向け、小学校の余裕教室、児童館、  

幼稚園等、既存施設の有効活用を一層促進し、クラブ分割を行い、大規模クラ  

ブの解消を速やかに行う。【平成21年度措置】（Ⅲ福祉イ⑯c）   

また、新待機児童ゼロ作戦では、10年後にクラブの登録児童数を145万人増  

加させるとの目標を掲げているが、実際のクラブ運営には、実施場所等の物理  

的資源や指導員等の人的資源の確保が欠かせない。そのため、新セロ作戦の実  

現に向け、量の拡大とともに質の向上を図る観点から、場所と人材の確保も含  

めた具体的な対応策について検討を行い、早急に結論を得、措置を講ずる。【包  

括的な次世代育成支援の枠組みを構築していく中で検討、平成21年度以降、  

結論・措置】（Ⅲ福祉イ⑱d）  
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分権改革推進本部  

第2 地方分権のための制度・運営の改革の推進  

1 重点行政分野の抜本的見直し   

（1）くらしづくり分野関係  

【幼保一子ども】  

○ 文部科学省の「放課後子ども教室推進事業」と厚生労働省の  
「放課後児童健全育成事業」について、両事業の統合も含めた  

更なる一本化の方向で改善方策を検討し、平成21年度から実  

施する。  
〔文部科学省・厚生労働省〕   



＜経済財政改革の基本方針2009について（平成21年6月23日閣議決定）抜粋＞  

［垂：］  

r中期プログラムjの別添エな曇で示されたW■のうち却l惟よまでに臭止する土豪事壌  
（介 捷）  

・デイサービスセンター等を併設した公的賃貸住宅の整備などを進める。  

・特別養護老人ホーム、老人保韓施乱認知症薦♯者グループホーム等の緊急整備を進め   
る。f平成21年度第1次補正予算）  

・2009年度のプラス3．0％の介ま報酬改定による介護従事者の処遇改善を拘るれ  

・介護職員の処遇改善に取り組む事業備に対し助成を行うけ（平此1年蜜第1次補正千井）  

・介護経♯のない♯≠有事に対する■業調練、潜在的有資格者の再眈職責捷、現に■く介  
護人打の資格取得等のキャリアアップ支援などを行う。作成21年度第1次檜正予算）  

・2恥9年度の介護姐酬改定の事後検証も踏まえ、介護組酬の在畑山こついて∴望まL，い地  

域包括ケγの観点から検討を進める。  

（医療と介護の連携）  

・医療と介護が連携したサービスを提供するための診橋脚と介凄艶酬の同時改定（2012  

年度見込）に向けた検討を進める。  

【亘：：垂］  

・社会保障露骨・か－ド（仮称Jを2011年度中を目途に導入ナる。それに向け、省庁横断   

的な検討や実証実験の紡果を踏まえた制度設計を行う。  

・あわせて、番号・カードを活用した社会保障サービスの向上・創旧の検討を行う。  

（E ■）  

・地域医療再生のため、5年Ⅶ鞄度の基金を都道府れに貯■し∴地域全体での連携の下．  

計酎こ従って、以下の事業を地域の実臓こ応じて実施Lて、地域瞑横行生・強化を阿る。   

（平成21年度第1次補正予算）   

一医鮪穐能連携のための施設・l‘r基盤の整備   

一医療機劇の役割分担・機能分化の推進  
一大学病院等と連携した医師派遣機能の強化   

一医師事務作業補助者の繭己■ 等  
・2813年度からの都道締れ医療計画の改定に向け、急性期医療の新たな栃針を作成する∩  

・2010年度に見込まれる診療絶■改定において、「選択と集中上の考え方に基づき、診療  

報■の配分の見直しを行うとともに、救急、産科等の体制強化などの万策を検討する㌔  

・他郷、診療科間、病院・診療所㈹の医師の脇在を是正するための効果的な方零及び医  
師等人材ヰ偉材策を講ずる。  

1酢熟師等の専門性を更に高めるとともに、医師と青ま師等との役割分担が可能な行為を  

一機明示・甘及し、兼務細と兼任の所在を明■にしつつ、チーム医療・投網分担を積  

縮的に推進する。  
医療新饉術濫対応するための隼新約医薬品等の開発支度を行うn（平成21隕度第1次補   

正子羊）   

－がん、′ト児等の未＊罷業等の開発支援、書遥の迅速化を関る。   

一新型インフルエンザ対策のため、全国民分のワクチン開発・生産期間を大幅に短  

縮する体制（現在1年半～2年→約半年）を5年以内に整鯨する。  

後発俣薬品の使用促進等、医療の効率化を進める斤   
r親制改峯推進のための3か年計画（再改定）」を踏まえ、却11年度当初圭一Pのレセプ  

トの原則完全オンライン化を進めるけ  

少子化対弼  

・これから子どもを産み育てることを望むあらゆる泄桁に対応した軒Lい子育て支援制   

度の在り方の検討を進め、税制改革の動向を踏まえつつ、必要な法制トの整腸を関る  
・r安心こども基金」（2010年度まで）等により、保管所・放課後児童クラブの整備、享   

庭的保育、小規模保育など保育サービスの提供手段の多様化・供給拡大を礎めるととも   
に、放課後子どもプランを推進する。  

・一時預かりサービスの利用助成と普及、地域子育て支援拠点等の基盤整編など、すべて   

の子どレ常駐を対象とする子育て支援サービスの整備を進める。（平成21年座薬1次   

補正予井）  

・社会的養護等の特別の支援を必要とする子ども達儒へのサービスを拡充する。（平此三1   

年度第1次補正予算）  

・妊婦腱診への公韓負担を通常必要とされる1咽軽度まで拡充する．（平鹿0年度第烏洗   

場正予算鯛）  

・r経書と生活の調和（ワーク・ライフりくランス）憲凱及びその「行動指針」に基づい   

た取組を推進する。  

・r育児・介護休業法J－8の改正及びー次世代育成支捷対策推進法JlTの改正を踏まえ、   

企業における仕事と家庭の両立を進める。  

・これらの取組を踏まえつつ、年内を目途に薪Lいー少子化社会対策大乱を策定する。  

ヰ r平成20年よ精丘千暮（第2引上（平成21年1月27rり  
欄「育児体事、介杜休靂琴育児又は豪族介攣を行う労■音の襟社に鞘十も法縛」（平成3年酷薄第76引  

¶ 一次恍代官成支援靖撫梅法」（平成15年法職1五‖引  

一群♯W点数の貯定に鵬Lて軋社会㈱■暮■舎熊凛欄♯納会及l月た柵舎において書定される！静   
♯柵定の基本力帆によづき，中央社会保♯群純■会への■巾・昔中経てわムれも。  
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［垂直二］  

r中期プログラム」の駕重工姐で示された暮暮1への純簸の1附ヒ  

期聞の見蔽L、厚生年金適用拡大、  

・牡労する高鯵者への年金支給停止の   

宅サービス・介護保険椒専の介護  

介護サービス・人材整備巨標」）  

育て支援拠点の整館など   

23  
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＜放課後児童クラブに係る平成21年度予算の概要＞  

7   



安心こども基金 総額（国費）2500億円  

20年度2次補正予算1000億円  

21年度補正予算  1500億円  

※全体を通じて、地方公共団体が上記の事業を積極的に実施できるよう、臨時交付金で地方公共団体への配慮  
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《対象事業》 都道府県又は市町村は、次に掲げる支援について、地域の実情に応じた創意工夫のある取組を実施する。  

（弧地域子育て支援を行うNPO等の活動の立ち上げ支援  

②地域における子育て力を育み、コミュニティーの活性化等を図るためのきめ細かな子育て支援活動を促進するための支援  
③経済的困難を抱える家庭や施設等で生活する子どもの健全な育成環境を確保するための支援  

④育児に悩みのある親の話の傾聴や育児・家事を協働して行うスタッフの派遣により、育児期の孤立感や育児不安の解消を   
図るための支援（家庭支援スタッフ訪問事業）  

⑤放課後児章ケラブと放課後子ども教室の連接を促進するための支援（放課後子どもプラン連携促進事業）  

⑥病児・病後児保育事業に携わる人材を確保するなど、病気の子どもを預かる社会基盤の構築を促進するための支援  
⑦ファミリ叫サポートセンター事業の広域実施や病児・病後児預かり等の実施を促進するための支援  

⑧安心・安全な出産に向けた妊婦等支援教室や家庭訪問等による支援（妊娠出産前支援事業）  

（軌地域子育て支援拠点幸美の従事者や放課後児童健全育成事業の指導員の資質向上を図るための支援、人劇育成支援  

、病児  糎 後児章健全育成事業等を 

・病後児保育事業に係る感染症対策等に必要な備品責等の支援   

するた  

※ 各自治体は、「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」を活用することで、上記事業への上乗せや上記以外の独自事業の実施も可能し 

《以下の事業は対象としない》   

○個人に金銭給付を行い、又は保育料等個人の負担を直接的に   

軽減する事業  
○既に実施している事業について、単に当該市町村等の負担を   

軽減するための事業  
○国が別途定める国庫負担金、補助金及び交付金の交付の対象   

となる事業  
○今までに一般財源化された事業  

○認可外保育施設の運営に係る経費の一部を負担し、又は補助   
している事業  

○施設整備を目的とする事業（土地や既存建物の買収、土地の聖地  

、職員宿舎の設置等を含む。）  
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＜平成21年5月1日現在の71人以上クラブについて、その解消を図ることが困難な理由＞  

解消が困難な理由（場所・人材一予算）の内訳別クラブ数  

ア場所の確保   

が困難  

イ 人材の確保   

が困難  

ウ 予算の確保   

が困難  

平成21年5月1日現在の71人以上クラブのうち、今年度中の解消が困難と回答したクラブについて、その理由について、場所  
等の確保が困難との回答があったのが、634（68％）となっており、これらクラブの理由別内訳を示したもの（複数回答）  
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小学校区における放課後児童クラブ実施率（都道府県別）  
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（注）1．小学校数については、平成20年5月1日現在の公立小学校数［分校、ゼロ学級の学校を含む］（文部科学省「学校基本調査速幸凱）   
2．放課後児童クラブ実施か所数については、平成20年5月1日現在のか所数（厚生労働省育成環境課調）。   
3．一つの小学校区で放課後児童クラブを複数か所実施することにより、数値が100％を超える場合がある。  11  



小学校1～3年生の児童数に占める放課後児童クラブ登録児童数の割合（都道府県別）  
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（注）1．児童数については、平成20年5月悔現在の人数（文部科学省「学校基本調査速軌）警   
2．放課後児童クラブ登録児童数については、平成20年5月1日現在の人数（厚生労働省育成環境課調）   

3．割合については、児童数（小学校1～3年生）に対する登録児童数（小学校1～3年生）の割合。  12   



＜新待機児童ゼロ作戦＞  

集中重点期間の対応  目標・具体的施策  

働きながら子育てをしたい  

と願う国民が、その両立の  
難しさから、仕事を辞める、  
あるいは出産を断念すると  

いったことのないよう、   

○働き方の見直しによる  

仕事と生活の調和の実現  

O「新たな次世代育成  

支援の枠組み」の構築   

の二つの取組を「車の両輪」  

として進めていく。  

恩  
希望するすべての人が安  

心して子どもを預けて働くこ  

とができる社会を目指して  

当面、以下の取組を進めるとともに、集  

中重点期間における取組を推進する  

ため、待機児童の多い地域に対する重  

点的な支援や認定こども園に対する支  

援などについて夏頃を目途に検討  

恩  
＜10年後の目標＞  

・保育サービス（3歳未満児）の提供割合  

●20％→38％（※）   
【利用児童数100万人増（0～5歳）】  

・放課後児童クラブ（小学1年～3年）の   

提供割合19％→60％（※）   
【登録児童数145万人増】  

・○保育サービスの量的拡充と提   

供手段の多様化〔児童福祉法の   

改正〕  

●  保育所に加え、家庭的保育（保育マ  
幼稚園の預かり保  
施設の充実  言ミ、藤島鵠  

・○小学校就学後まで施策対象   
を拡大  

●  小学校就学後も引き続き放課後等の   
生活の場を確保   

・○地域における保育サービス等   

の計画的整備〔次世代育成支援   
対策推進法の改正〕  

●  女性の就業率の高まりに応じて必要と  

㌘㌫霜豊富弄忍蔚繋を勘案  

●£茸至紙箱竃哲等のた  

⇒この目標実現のためには  

一定規模の財政投入が必要  

税制改革の動向を踏まえつつ、  卜
し
 
 
 

の  援
 
 

支
 
 

成
 
 

育
 
 

代
 
 

世
 
次
 
 

な
 
 

新
 
 
の構築について速やかに検討。  

保育施策を質・量ともに充  

実・強化するための「新待機  
児童ゼロ作戦」を展開  

（※）「仕事と生活の調和推進のための行動指針（平成19年12   

月）」における仕事と生活の調和した社会の実現に向けた各   

主体の取組を推進するための社会全体の目標について、取   
組が進んだ場合に10年後（2017年）に達成される水準  
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